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平成 29年度 事業計画書案  

１ 事務局                

豊島修練会は公益財団法人に移行（平成 24年 4月 1日付）して、今年度で６年目である。

公益財団法人として今後も大事にしたいことは、法人自治と自己責任経営を軸に公益目的事業

を展開し、設立目的の実現を図っていくことである。 

事務局としては、平成２９年度も本法人のガバナンス（機関運営、統合機能）を十分に発揮

させ、本法人の目的の一層の実現化を目指し、１館２荘の経営にあたるとともに公益目的事業

を一層充実させ、社会貢献に尽力する所存である。 

 

平成２９年度における事務局の業務の重点は以下の通りである。 

１． 本法人の所管官庁である内閣府に的確な提出・届出などを行うこと 

２． 本法人の経理上の安定化を実現していくために利用者の増大を図る一方、経費の適切か

つ地道な節減、修繕費の査定の厳格化の推進 

３． 資産取得資金による平成２９年度計画分の会館空調設備、外壁・屋上補修の推進 

経年劣化による各種設備の査定の厳格化の推進 

４． 時宜を得た防災・減災対策、利用者の安全・安心への対応の強化 

５． 公益目的事業を円滑に展開していくために、評議員会、理事会、監事はもとより職員同

士や職員と利用者等との間においてそれぞれ独自性を尊重し合い、かつ木目細やかな報

告、連絡、相談の継続 

６． 利用者及び不特定多数の人への広報活動である定期的な広報紙の発行、掲示物、「ホー

ムページ」の活用と更新及び公告や資料の閲覧などによる情報公開・情報開示を通し、

透明性の高い説明責任の果たせる経営の推進 
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２ 教育文化会館を活用した事業（公益目的事業１） 

(１) 貸室事業の推進 

不特定かつ多数の人たちの教育・文化・福祉にかかわる活動のために施設を貸与し、そ

れらにかかわる活動の向上及び地域社会の健全な発展に役立つ事業を行う。安全で清潔な

施設を貸与し、活動の場を提供する。 

(２) 各種活動への支援（個人・団体への教育・文化・福祉にかかわる活動） 

個人・団体それぞれの活動内容に応じて、親切・丁寧な支援を行う。 

(３) 主催・共催事業の開催推進 

コンピュータ・プログラミング教室など教育・文化・福祉にかかわる児童・生徒のため

の自主事業を開催し、児童・生徒の教育及び健全育成に寄与する。また、高齢者を主とし

た成人のための映画鑑賞会など教育・文化・福祉にかかわる共催事業を推進し、地域社会

の健全な発展に貢献する。 

(４)  事業推進のための基礎の充実 

① 経理的基盤 

  会館の施設設備の充実・維持・管理、運営などのために、室料の収入や共通会計よ

りの繰入金収入をあてる。  

  経理処理は本法人担当役員と委託の税務会計事務所担当者が行う。 

  各月の経理状況を比較、検討し、複数の担当者がかかわることによって財務基盤の

明確化と経理処理の適正化を図るとともに、諸経費を見直し、節約に務める。  

  安全性を確保（施設・設備の計画的改修・修繕）するための必要な予算措置を計画

的に講じる。 

  諸経費を計り、算出を見通すとともに、ＨＰを通して定款に定められた経理情報を

開示する。 

② 技術的能力 

 利用者の自己実現を図る取組への援助、協力を行う。 

 児童・生徒等への教育活動を援助する。 

 利用者の活動を念頭に施設設備の充実に努めるとともに、活動を支援する。 
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３ 臨海学寮・林間学寮を活用した事業（公益目的事業２） 

(１) 宿泊施設としての貸室事業の推進 

臨海学寮は団体利用が定着し、順調に貸室事業が推進できている。また、林間学寮も

秋に新たな形で自主事業を実施したことにより、利用者が増えてきている。そこで、平

成 29年度も臨海学寮の秋の利用、林間学寮の利用の拡大を目指して、以下の点に取り組

んでいく。 

 都内、近県学校の教育課程実施にかかる利用者等への案内を拡充する。 

 賛助会員への情報提供と一般の団体への広報活動を進める。（ホームページの活

用、情報提供の在り方の工夫） 

 団体利用のない時期に自然に親しませる自主事業を実施していく。 

(２) 各種活動（少数団体・多数団体、宿泊訓練・野外活動）に対する支援 

 勝浦市、茅野市との連携を継続し、教材になるような情報の提供に努める。 

 都内、近県学校の教育課程内での教育活動を支援していくための活動内容のプロ

グラムを充実させ、必要に応じて人材等の紹介も行う。（学寮の周辺の施設等の

情報の収集、発信） 

(３)  主催・共催事業の推進 

 林間学寮や臨海学寮の環境を活かした、自然体験教室を企画実施する。（国立青少

年教育振興機構のゆめ基金を申請） 

 

(４)  事業推進のための基礎の充実 

① 経理的基盤 

 学寮の施設設備の充実・維持・管理、運営に寮費、賛助会費などの収入、共通会計

よりの繰入金収入をあてる。 

 経理処理は本法人担当役員と委託の税務会計事務所担当者が行う。 

 収支予算書は一般の閲覧に供するとともに、賃借対照表は開示対象であるためにホ

ームページ上に公開する。 

 経費の節減に努める。 
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② 技術的能力 

 貸室事業は本法人役員が担当し、運営管理する。運営管理にあたり、貸室の状況の

把握、利用者との連絡を的確に実施する。 

 学寮としての適切な管理にあたるため、管理人を配置する。 

 貸室事業を円滑に進めるために安全面・衛生面を整備し、学寮の内外の設備の充実

を図る。平成 29年度は下記の内容を重点に、備品や建具等の更新・修繕を実施す

る。実施に当たっては、新たに法人として職員を配置して、学寮の環境や設備の状

況を的確に把握し実施していく。 

（安全面の整備） 

防災計画の見直しと避難経路の確認 

消防署など関係機関との連携強化 

防火・防犯のための荘周辺の整備 

罹災時その他必要に応じた市や市民への施設の提供 

     （衛生面の整備） 

布団のレンタルの継続 

従業員の衛生管理意識の徹底（食物アレルギー対応への理解） 

     （設備の充実） 

学寮の内部の補修･整備（網戸の補修、食洗機の改修） 

外部の補修（至楽荘：塀の修繕、崖の整備） 

必要備品の補充（非常用備蓄食の補充） 

４ 教育文化会館の一部の賃貸事業（収益事業１） 

(１)  賃貸している団体や法人 

平成 29年度より 5年間、平日午前中のホールについては豊島なでしこ幼稚園に貸与

し、幼稚園は教育活動に利用する。また、4階東側部分については東久留米市に貸与し、

東久留米市教育委員会が、教育相談、不登校児童・生徒のため学習適応教室などに利用

する。 

なお、今まで東久留米教育委員会に貸与していた4階西側部分と5階部分については、

新たな貸与先を見つけ収益につなげる。 

(２)  賃貸料の活用 

教育文化会館の賃貸で得た料金は、教育文化会館の利用者の一人ひとりが安全で有意

義な活動ができるよう、施設設備などの充実・維持・管理、運営に活用する。 

 

(３)  今後の課題 

  1階２教室部分と４階東側部分と 5階部分については、新たな貸与先を見つけ、引き

続き財団の事業が安定して進められるようにする。



 

 5 

 


